
茅ヶ崎市成年後見制度利用促進研究会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 市長は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）第

１４条第１項に関する意見等を聴取するため、茅ヶ崎市成年後見制度利用促進研究会

（以下「研究会」という。）を設置する。 

(所掌事項) 

第２条 市長は、次に掲げる事項について意見を聴取する。 

(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築に関すること 

(2) 権利擁護の啓発、特に成年後見制度の利用普及に関すること 

(3) 困難事例の問題点の整理及び支援の方向性に関すること 

(4) 後見人等選定の方向性に関すること 

(5) 市民後見人の養成や活動に関すること 

(6) その他、成年後見制度利用促進に関わる事項 

(構成員） 

第３条 研究会は、関係機関の代表をもって構成する。 

２ 構成員の任期は１年とする。ただし、再任されることができる。 

３ 構成員が出席できない場合は、その代理者をもって出席させることができる。 

(会議) 

第４条 研究会は、市長が必要に応じて招集する。 

(意見の聴取等) 

第５条 研究会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、研究会に関係者の出

席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

(秘密保持) 

第６条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま

た同様とする。 

(庶務) 

第７条 研究会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


